
松原市宅地開発事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  松原市の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづ

くりを実現するため、民間事業者が実施した宅地造成に伴う開発行為

に対し、予算の範囲内において、松原市宅地開発事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、この要綱を制定する。  

 （定義）  

第２条  本要綱において、次に掲げる用語の意義は、該当各号に定める

ところによる。  

（１）  開発行為  都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

「法」という。）第４条第１２項に規定する開発行為をいう。  

（２）  民間事業者  宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）  

第２条第３号に規定する宅地建物取引業者で、宅地造成に伴う  

開発行為を行う者をいう。  

（補助対象者）  

第３条  補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれにも該当するものとする。  

（１）  民間事業者であるもの。  

（２）  本市の市税を滞納していないもの。  

（３）  過去に本要綱に基づく補助金の交付の取消しを受けていない

もの。  

（補助対象事業）  

第４条  補助金の対象となる事業 (以下「補助対象事業」という。 )は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（１）  民間事業者が松原市内において実施する開発行為で、法第２  

９条の規定により開発行為の許可を受けていること。  

（２）  前項にかかる工事が完了し、法第３６条第２項に基づく検査  

済証の交付を受けていること。  

（３）  開発行為において、１件あたりの開発面積が５００平方メー  

トル以上かつ５区画以上の分譲宅地を造成する事業であること。  

（４）  法第３６条第２項に基づく検査済証の交付日から過去２年以  

内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること。  

（補助金の額等）  

第５条  補助金は、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。  

２  補助金の額は、法第３６条第２項に規定する検査済証の交付日の属

する年度の翌年度（以下、「補助対象年度」という。）に補助対象者に

課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額

及び都市計画税相当額の合計額とする。  

（補助金の交付の申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする補助対象者 (以下「申請者」と

いう。 )は、補助対象年度末までに、松原市宅地開発事業補助金交付

申請書 (様式第１号 )に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。  

（１）  法第２９条に規定する開発行為許可通知書の写し  

（２）  法第４７条に規定する開発登録簿の写し  



 （３）  法第３６条第２項に規定する検査済証の写し  

 （４）  補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税  

の課税額がわかる書類の写し  

（５）  誓約書（様式第２号）  

（６）  同意書（様式第３号）  

（７）  その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付の決定）  

第７条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、適当と認めたときは、松原市宅地開発事業補助金交付決定通知

書 (様式第４号 )により、交付することが適当でないと認めるときは、

松原市宅地開発事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により、

申請者に通知するものとする。  

（補助金の交付）  

第８条  前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下、「交

付決定者」という。）は、松原市宅地開発事業補助金請求書 (様式第６

号 )を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査  

し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。  

（補助金交付の取消し )  

第９条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、松原市宅地開発事

業補助金交付取消通知書（様式第７号）により、申請者に通知するも

のとする。  

（１）  虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）  補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又は本要  

綱に違反したとき。  

（３）  その他、市長が適当でないと認めたとき。  

（補助金の返還）  

第１０条  市長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取

り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定

めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。  

（関係書類の整理）  

第１１条  交付決定者は、補助金の交付に関する書類を補助金の交付を

受けた日以後の最初の４月１日から起算して５年間整理保存しなけれ

ばならない。  

（委任 )  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定  

める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 


